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不
動
貯
金
銀
行
の

発
展
構
造

一

間
題
の

所
在

一

八
八

〇

年
か

ら
一

九

四

八

年
増
で

､

わ

が

国
に

ほ

普
通

銀
行

と
は

別
に

､

小

口

の

貯
蓄

預
金
を

専
門
に

扱

う

貯
蓄
銀
行
が

存
在

(

1
)

し
た

｡

普
通
銀

行
に

お

い

て

六

大

銀
行
と

呼
ば

れ

る

銀

行
独

占
が

確
立

し
た

よ

う
に

､

貯
蓄
銀
行
に

お

い

て

も
一

九
一

〇

年
代
以

降
､

独

占
的
貯
蓄
銀
行
群
が

形

成
さ

れ

た
｡

し
か

し
､

貯
蓄
銀

行
に

お

け
る

独

占
の

性
椿
は

､

普
通

銀
行
に

お

け
る

独

占
と

は

性
格
を

異

に

す
る

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

そ

れ

を

端
的
に

示

す
の

は
､

一

九
一

五

年
以

降

預
金

量
で

ト

ッ

プ

の

座
を

占
め

続

け
た

不

動
貯
金

銀
行

が
､

財
閥

な
い

し

特
定
の

資
本
グ

ル

ー

プ

の

バ

ッ

ク

を

全
く

持
た

な

か
っ

た

事
実
で

あ
る

｡

不

動
貯
金

銀
行

以

外
の

独

占
的
貯
蓄
銀

(

2
)

行
は

二

流
都
市
銀
行
と

親
子

関
係
に

あ
っ

た

が
､

三

井
･

三

菱
･

ふ
】

氏

神
叫

卜

〟

}

(

3
)

住
友
の

三

大

総
合

財
閥
は

傘
下
に

貯
蓄
銀

行
を

持
た

な

か
っ

た
｡

本
稿
の

課
題
は

､

不

動
貯
金

銀
行
の

史
的
分

析
を

通
し
て

､

戦

前
期
の

貯
蓄
銀

行
に

お

け

る

独

占
形

成
の

特
質
の

一

端
を

明

ら
か

に

す

る

こ

と
に
.

あ
る

｡

不

動
貯
金

銀

行
に

関
し

て

は
､

戦
前
に

刊
行
さ

れ

た

宣

伝
的
著

作
を

除
け
ば

､

協
和
銀
行
編

『

本
邦
貯
蓄

銀

行

史
』

(

一

九

六

九

年
)

の

中
の

記
述
が

あ

る

に

す

ぎ

な
い

｡

同
書
は

日

本

貯
蓄
銀
行

(

協
和
銀

行
の

前
身
)

に

合
併
さ

れ

た

貯
蓄
銀

行
を

中

心

と

す

る

す

ぐ

れ

た

通

史
で

は

あ

る

が
､

不

動
貯
金

銀

行
に

つ

い

て

ほ
､

断

片
的
に

触
れ

ら
れ

て

い

る

だ

け
で

あ
る

｡

(

1
)

貯
蓄
銀

行
の

囁
矢

は
一

八

八

〇

年
創
設
の

東
京

貯
蔵
銀

行
で

あ

り
､

一

九

四

八
年

に

日

本

貯

蓄
銀

行
が

普
通

銀

行

(

協
和
銀

行
)

に

転
換
す
る

こ

と

に

よ

り
､

貯

蓄
銀

行
の

歴

史
は

幕
を

閉
じ

た
｡

か

ト

ナ

ト

】

研

朋

.

▼

4 0



( 4 1 ) 不 動貯金 銀 行 の 発展構造

ゝ

峨
㌣

｡

､

▼

一

.

イ

+

1

血
T

や

.

一

､

ノ

Y

(

2
)

安
田

貯

蓄
銀

行
‖

安
田

銀

行
､

川

崎
貯
蓄
銀

行
=

川

崎
銀

行
､

′

東
京

貯

蓄
銀

行
‖

第
一

銀

行
､

大

阪
貯
蓄

銀
行
‖

鴻
池
･

山
口
･

浪

速
銀
行

､

東

京

貯
蔵
銀

行
‖

第

百

銀
行

､

日

本

貯
蓄

銀

行
‖

愛
知

･

明

治
･

伊
藤
銀

行
｡

(

3
)

三

井
ほ

一

八

九
一

年
､

駿
河

町

貯
蓄
銀

行
の

設

立

を

計

画
し

た

が
､

実

現
に

至

ら

な
か

っ

た

(

進

藤
寛

｢

明

治

時

代
の

貯
蓄

銀

行
+

東
畑

･

高
橋
監

修
『

日

本
の

銀

行

制

度
確
立

史
』

〓

九

六

六

年
〕

所
収

､

二

三

五

-

八

頁
)

｡

〓

史
的
分

析

不

動
貯
金
銀

行
は

一

九

〇

〇

年
九

月
に

､

公

称

資
本

金
一

〇
万

円

(

払
込

資
本
二

万

五

千

円
)

の

零
細
資
本
で

設
立

さ

れ

た

(

本

店
･

東
京

市

芝
区
)

｡

創
設

者
の

牧
野
元

次

郎
は

当

時
､

成

田

銀

(

1
)

行
と

関
係
を

持
っ

て

い

た

が
､

そ

の

詳
細
は

不

明
で

あ
る

｡

そ

の

後
､

一

九

〇
一

年
に

不

動
貯
金

銀
行
が

第
二

回
の

株
式
払

込

金

徴

収
を

し
た

際
､

同

行
の

業
績
不

振
に

失

望
し
た

多
く
の

株
主
が

払

込

み

に

応
じ

な

か

っ

た

た

め
､

株
式
の

大

半
が

牧
野
の

所
有
に

帰

(

2
)

し
､

実

質
的
に

牧
野
の

個
人

銀

行
と

な
っ

た
｡

独

占
的

貯
蓄
銀
行

と

し
て

の

同

行
の

展
開
を

ク
ロ

ノ

ロ

ジ

カ

ル

(

3
)

に

追
う
場
合

､

一

九

〇
三

年
の

取

付
の

影
響
か

ら
回

復
し

て
､

預

金

残

高
が

上

向

過

寝
を

た

ど

り

ほ

じ

め

た
一

九

〇
五

年
に

阜
の

起

点

を

置
く
の

が

適
切
と

思
わ

れ

る
｡

以

後
､

同

行
が

消
滅
過

在
に

入

る
一

九

四
三

年
ま

で

を

分

析
対

象
と

す
る

｡

分

析
に

あ
た

っ

て

は
､

長
期

的
経
営

趨
勢
を

示

す

基
本

指
棟
と

(

4
)

し

て
､

各
期
末
預
金

･

貸
出
金

･

有
価
証

券
残
高
の

推
移

(

第
一

図
)

と
､

各
期
経
常
収

支
比

率
･

絵
資
産
利
益

率
〔

絵
資
産
対

純

益

金
の

比

率
〕

(

第
二

図
)

を

用
い

る
｡

1

第
一

期
(

一

九

〇
五

～
一

五

年
)

不

動
貯
金

銀

行
は

日

雇
戦
後
に

目

覚
ま

し
い

発
展
を

と

げ
､

一

九
一

五

年
に

は

預
金

残

高
で

大

阪
貯
蓄
銀

行
を

抜
き

､

専
業
貯
蓄

銀
行
中

第
一

位
と

な
っ

た

(

第
一

囲
)

｡

当

時
存
在
し

て

い

た

群

小

貯
蓄
銀
行
の

中
か

ら

同

行
が

頭
角
を

顕
し
た

理

由
を

､

こ

の

時

期
の

同

行
の

経
営
の

諸

特
徴
の

う
ち
に

見
る

こ

と
が

で

き

る
｡

第
一

は
､

外
交
員
派

遣
の

集
金
制

度
に

も
と

づ

く

定

期

積
金

業

務
で

あ

る
｡

定

期

積
金
と

は
､

俗
に

月

掛

貯
金

と

も

呼
ば

れ
､

給

付

時

期
と

金

額
を

決
め
て

定

期
(

普
通
は

月

掛
)

に

払

込
み

を

す

(

5
)

る

預
金

で

あ

る
｡

こ

の

業
務
の

創
始
者
が

牧
野
だ
っ

た

と

す
る

見

(

6
)

解
は

誤
り

で

あ

る

が
､

こ

の

業
務
に

集
金

制

度
を

導
入

し
て

､

巧

み

に

こ

れ

を

駆
使
し

た

こ

と
が

同

行

発
展
の

要
因
で

あ
っ

た

こ

と

(

7
)

ほ

間
違
い

な
い

｡

以

後
､

一

九

四

八

年
に

同
行

が

歴

史
を

閉
じ

る

ま
で

､

定

期
積
金

は

同

行
の

業
務
の

中
心

を

な

し

た
｡

4 ヱ
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( 4 3 ) 不 動貯金銀 行 の 発展構造

4 β

心

血

耶
㌣

､

†

叫

一

1

一

.

｡

一

略

.叶

1

Y

第
二

は
､

全
国
的
な

代

理

店
網
の

設
置
で

あ

る
｡

同
行
は

日

露

戦
後
期
に

集
中
的
に

代
理

店

網
拡

大
を

図
り

､

ほ

ぼ

全

国
の

主

要

都
市
に

支

店
を

配

置
し

終
え

た

(

第
一

表
)

｡

一

般
に

貯

蓄

銀

行

は

親
銀
行
の

店
舗
網
を

代

理

店
と

し
､

貯
蓄
銀

行
業
務
を

委
託
し

た

の

で

あ

る

が
､

不

動
貯
金

銀

行
の

代
理

店
は

実

質
的
に

は

支

店

で

あ
っ

た
｡

同

行
ほ

定
期
積
金
吸

収

事
務
を

扱
う

た

め

の

別

会
社

､

日

本

勧
業
会
社
を

設
立

し

て
､

こ

の

会
社
と

の

間
に

代

理

店
契
約

(

8
)

を

結
ん

だ

の

で

あ

る
｡

代
理

店
の

多
く
が

地

方
に

設

置
さ

れ

た

と

ほ

言
っ

て

も
､

農
村
部
へ

の

進
出
を

企

図

し
た

訳
で

は

な

く
､

地

方

都
市
の

市
街
地
へ

の

営
業
基
盤
の

拡

大
を

狙
っ

た

も
の

で

あ
っ

(

9
)

た
｡

後
に

述
べ

る

よ

う
に

､

主
に

定

期

積
金
を

行
な
っ

た
の

は
､

中
小

商
工

業
者
お
■
よ

び

勤
労
者

､

と

り
わ

け

前
者
だ
っ

た

か

ら
で

沸
柑

国

朝
野
巧
妙
冷
却

離
婚

馳
堂

駄
瀕
･

蔀
葡
貴
沖
旨
働
8
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号 ( 4 4 )

第 1 表 不動貯金 銀 行 の 支 店 ･ 代 理 店

代理店増減支 店 数各 年 末

0

3

3

0

▲U
9

4

0

9

1

つ
J

2

▲
･

5

5
′

○

(

古

`
U

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

▲

U

O

O

O

O

O

O

O

O

O

2

1

1

1

3

十

＋

＋

一

＋

＋

＋

一

十

十

＋

＋

一

一

一

一

一

0

0

0

0

(

U

O

O

O

O

O

O

O

3

3

4

-

さ

2

9

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

2

2

4

5

5

5
一

上

-

ム
ー

ム

7

0

2

2

2

3

O

1

2

3

4

く
)

′

0

7
(

る

9

0

1

2

3

4

5
′

0

7

0
ロ

q
/

(

U

1

2

3

4

一

.〇

′

D

7
〔

0

9

0

1

2

3

4

5
′

0

7
【

古

9

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

→

J

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

ヰ

4

91

注 1 : ( ) 内 ほ東京 , 大阪 , 愛 知 , 神 奈 川 ,

兵庫 , 京都各府県所在支店数 ｡

2 : 代理店数 は各年兼 の 絶対数を 求め ら れ な

い の で増減 を示 した ｡ 増減の 合計が ゼ ロ

とな らな い の は
, 記載漏れ 方; あ る た め と

思 わ れ る ｡

3 : 代理店 ほ 1 9 2 0 年に全廃 さ れ た ｡

出典 : 大蔵省銀行局 『銀行稔集』(各年 次) , 天

田熊吉宗 『牧野頭取講演全集』巻末 ｢ 不
動貯金銀行年表+ ｡

あ

る
｡

同

行
は

全
国
的

な

代

理

店
網
を

預
金
吸

収
の

た

め

に

用
い

､

(

1 0
)

､

資
金

は

東

京
に

集
中
し

て

運

用

し

た
｡

第
三

は
､

一

九
一

〇

年
に

開
始
し

た

東
京

市
内
の

中
産
者
層
に

(

11
)

対

す
る

不

動
産
(

特
に

家

屋
)

抵
当

貸
付
で

あ

る
｡

当
時

､

家

屋

を

抵
当
に

貸
出
を

行
な

う

銀

行
は

少

な
か

っ

た

の

で
､

こ

の

貸
出

の

開
始
は

同
行
の

貸
出
額
の

急

増
を

も

た

ら

し

た

(

第
一

図
)

｡

一

九
一

一

年
上

期
の

『

営

業
報
告
書
』

は
､

｢

就
中
東

京

市

内

不

動

産
担
保

貸
付
ハ

本

行

預
金
ノ

特
色

卜

相

倹
テ

共
成

績
極
メ

テ

佳

良
ニ

シ

テ
､

未
ダ

骨
テ

何

等
ノ

瑳
辟
ヲ

見
ズ

､

殊
二

中
流
社

会
ノ

融
通
ヲ

主

眼
ト

シ

テ

小
口

ニ

広
ク

貸
出
ス

方

針
ヲ

採
レ

ル

ヲ

以
テ

､

預
金

貸
出
共
二

其
得
意
先
ヲ

同
フ

シ
､

全
ク

中

流
社

会
ノ

機

関
銀

行
ト

シ

テ

立

ツ
ニ

至
レ

リ
+

と

述
べ

て

い

る
｡

一

九
一

四

年
末
現

在
､

不

動
産
抵
当

貸
付
は

同

行

貸
出
残

高
の

六

六
･

六

%
を

占
め

(

1 2
)

て

い

た
｡

そ

の

後
､

不

動
産
抵
当

貸
付
は

大

阪
支

店
､

京

都
支
店

(

13
)

な

ど
で

も

開
始
さ

れ

た
｡

以
上

､

こ

の

時
期
の

不

動
貯
金

銀

行
の

発
展
を

も

た

ら

し

た

経

営
上
の

諸

特
徴
を

見
て

き

た
｡

こ

こ

で

注

目
し

な

け

れ

ば

な

ら

頂

い

の

は
､

同

行
が

預
金

吸

収

策
と

し

て

高
利
率
を

と

ら

な

か
っ

た

こ

と
で

あ

る
｡

も
っ

と

も
､

一

九

〇

八

年
頃
ま
で

は

高
金

利
を

預

金

吸

収
の

手

段
と

し

て

い

た
｡

一

九

〇

八

年
七

月
の

牧
野
頭
取
の

J

嶺
ド

吋

｢

｢

｢

†

ト

l

ト

ト
′

＼

■

-

サ

ー

ト

康

▲サ



( 4 5 ) 不 動貯金 銀 行 の 発展構造

⊥

上

野
ノ"
､

､

載
.†

ヽ

訓
示

｢

勧
誘
上
の

心

得
H
+

は
､

普
通

銀

行

の

特

別

当

座

預
金

(

日

歩
一

銭
四

厘
)

､

郵
便
貯
金

(

五
･

〇

四

%
)

.
に

比
べ

て

定

期

(

H
)

積
金
の

利

率
(

七
･

六
一

%
)

の

有
利
さ

を

強
調

し
て

い

る
｡

し

か

し
､

一

九

〇

九

年
に

は

積
金

利
率
を

四
･

三

%

(

二

円
六

〇

銭

掛
)

､

一

九
一

〇

年
に

は

三
･

一

%

(

二

円
六

五

銭

掛
)

に

ま

で

(

1 5
)

下

げ
､

一

九
一

〇

年
の

利
下

げ

で

四
･

二

%
と

な
っ

た

郵

便
貯
金

利
率
を

下

起

る

に

至
っ

た
｡

さ

て
､

こ

の

時
期
の

業

績
は

､

預
貸
金
の

急

伸
長
に

も

か

か

わ

ら

ず
､

経

常
収

支

比

率
は

高
く

､

良

好
と

は

言

え

な

い

(

第
二

図
)

｡

一

九
一

六

年
当

時
､

大

蔵
省
銀
行

局

銀
行

課

長
で

あ
っ

た

青
木
得
三

は
､

経
営
内

容
の

悪
か
っ

た

同

行
に

監

督
権
を

発
動
し

て
､

整
理

案
を

立
て

さ

せ

よ

う
と

し

た

が

失

敗
に

終
っ

た

経
過

を

(

1 6
)

後
に

回

想
し
て

い

る
｡

2

第
二

期
(

一

九
一

六

エ
ー

二

年
)

こ

の

時
期
は

第
一

次

大

戦
の

好
況
に

支

え
ら

れ

て

同
行

は

持
続

的
な

成
長
を

と

げ
､

貯
蓄

銀
行
中
第
二

位
の

座
を

守
っ

た
｡

一

九
一

三

年
に

開
始
さ

れ

た

定

期
積
金

者
に

対

す
る

無

担
保
の

貸
出
は

､

こ

の

時
期
に

急

成

長
し
て

不

動
産
抵

当

貸
出
に

と
っ

て

代
わ

り
､

預
金
に

お

い

て

は

三

年
も
の

の

定

期
積
金

主

流
､

貸
出

に

お

い

て

ほ

定

期
積
金

者

貸
出
主

流
の

同

行
の

経
営
の

基
本
パ

タ

ー

ン

が

こ

こ

に

確
立
し

た
｡

定

期
積
金

者
貸
出
は

当

初
､

五

年
も
の

の

定

期
積
金

契

約
者
の

ぅ

ち
､

二

年
以
上

毎
月

遅

滞
な

く

掛
金
を

納
入

し

た

者
を

対

象
に

行
な
わ

れ

た
｡

貸
出
限

度
は

契
約
額
ま
で

､

期

限
は

契
約
満
期
ま

(

1 7
)

で
､

利
率

一

二

%
､

調

査

費
な

し
で

あ
っ

た
｡

五

年
貯
金
が

廃

止

(

1 8
)

さ

れ

た

の

ち

は
､

一

九
一

五

年
か

ら
三

年
も
の

の

積
金

契
約
者
に

対

し
て

同
様
の

貸
出
が

開
始
さ

れ

た
｡

貸
出
を

受
け
る

資
格
は

一

年
半
以

上

掛
金

を

遅

滞

な

く

払
込
ん

だ

者
､

又

は

満
期

藤
続
を

し

(

1 9
)

た

着
で

あ

り
､

利
率
は

九
･

六

%
で

あ
っ

た
｡

日

露
戦
後
の

不

況

過

程
に

お

い

て

中
小

商
工

業
着
金

融
問
題
が

(

2 0
)

発
生

し

た
｡

農
商
務
省
商
務

局

『

小

商
工

業
者
ノ

資
金

融
通
ノ

状

況
二

関
ス

ル

調
査
』

(

一

九
一

二

年
)

は
､

全

国

各
商

業

会

議

所

に

宛
て

た

ア

ン

ケ

ー

ト

を

編

纂

し
た

も
の

で

あ

る

が
､

そ

の

う

ち

東
京

商
業
会
議
所
の

回

答
は

､

｢

資
金

融
通
上

小

南
工

業

者
ノ

最

モ

不

便
ト

ス

ル

事

項
+

の

筆
頭
に

｢

対
人

信
用
二

俵
ル

融
通
機

関

(

2 1
)

ノ

無
キ
コ

ト
+

を

あ

げ
て

い

る
｡

不

動
貯
金

銀

行
の

定

期
積
金

者

貸
出
は

､

ま

さ

に

こ

甥

よ

う
な

対
人

信
用
の

要
求
に

こ

た

え

る

も

の

で

あ
っ

た

た

め
に

､

短

期
間
に

急

成

長
々

遂

げ
た

の

で

あ

る
｡

こ

の

時
期
の

支

店

政

策
も

､

定

期

積
金

者
貸
出
の

発
展
と

関
連

し
て

論
じ

ら

れ

な

け

れ

ば

な
ら

な
い

｡

一

九
一

五

年
ま

で

に

支
店

舶



銀 行 の 預 金 構 成

鍵
ヰ

■
ノ

ト

ゝ

一

橋論 叢 第八 十 五 巷 第
一

号 ( 4 6 )

(単位 : 1 (X 氾 円 , % )

預 金 種 類 別 構 成 ' 此

定 期 積金

者貸付
L / B

定 期 積金 定 期預金 据 置貯金 特別 当 座預金 普通 貯金
G Ii I J I( L M

8 5 .6 13 . 4 0 0 .8 0 .1 0 0

7 3 .5 2 1 .9 0 4 . 6 0 .1 0

6 7
,
2 7 1

0

4 7 .4

7 0
.9 2 7 .2 0 1 .9 0 .1

6 6 .5 3 1 .3 0 2 .2 0 .
1

5 9 . 4 3 9 .7 0 0 .8 0
.
1

6 7 .9 3 1
.
2 0 0 .8 0 ユ

6 9 .4 2 9 .4 0 1 .1 0 .1

7 3 ･1 2 5 .6 0 1 .さ 0 .0

6 6 .9 26 .9 0 6 .
2 0 .0

6 9 .
1 2 9 .5 0 1

.4 0 .0

7 7 .9 2 1 . 0 0 0 1 . 0

8 1 .6 1 7 .7 0 0 0
.
7

8 1
.5 1 7 .7 0 0 0

.
8 7 2

,
0 4 2 4 9 .1

7 7 .3 2 1
.5 0 0 1 .2 4 2

,
9 98 2 9

. 4

7 4 .3 2 4 .6 0 0 1 .1 2 8
,
4 9 0 1 9

.
9

7 3 .7 2 4 .9 0 0 1 . 4 6 6
,
7 3 5 4 0 . 6

7 6 .5 2 2 .3 0 0 1 .2 1 1 5
,
8 0 6 5 8 . 2

7 9 .1 2 0 .0 0 0 1 .0 1 6 9
,
7 51 65 . 3

7 7 . 9 2 1 .2 0 0 1 .0 2 0 1
,
9 65 65 .9

7 0 . 4 7 .5 2 0 .8 0 1
.
4 2 6 1

,
9 27 8 0 .7

6 3 . 0 2
.7 3 3 .2 0 1 .1 25 4

,
6 6 7 8 0 . 0

5 5 .2 0 .6 42 .6 0 1 .6 1 9 0
,
3 2 0 69

.
4

5 1 .3 0 .0 4 7 .1 0 1 .5 1 45
,
8 82 5 8 .5

5 7 . 0 2 .1 3 9 .3 0 1 .7 1 4 3
,
3 7 3 5 5 . 4

6 0 . 0 2 .3 36 . 4 0 1
.
6 1 4 0

,
1 62 5 1 .4

5 6 . 0 2 .3 3 9 .8 0 1 .9 12 7
,
3 7 6 5 0 .5

5 7 .7 1 .9 38 . 0 0 2
.4 13 2

,
6 3 6 45 .7

5 9 . 8 1 .5 36 .4 0 2
.3 1 3 3

,
1 2 0 3 7 .

2

6 0 . 0 1 .2 35 .4 - 0 3 .7 13 9
,
4 4 7 3 1

.
1

6 0 .0 0 .6 3 5 .8 0 3 .6 1 7 0
,
1 2 6 2 7 .1



( 47 ) 不 動貯金 銀行 の 発展構造

4 7

第2 表 不 動 貯 金

預 金 種 類 別 残 高

定 期 積金 定 期預金 据 置貯金 特別 当 座 預金 普 通 貯金
B C D E F

預金 残 高

A

各 年兼

L

噸
ヰ

一

｡

磯

ヤ

｡

†

A
T

′

h
)

′

0

2

2

2

0
ノ

5

0

0
0

1

3

4

′

b

▼
l

l

′

0

･5

3

2

9

っ

J

】7
0
0

1

q
′

4

4

0

0

4

1

2

0

1

A
T

O

4

0

8

4

7

′

b

4

3

4

/

0

3

】7

1

′

q

2

0

1

0
0

1

2

3

2

A
T

2

0

1

1

2

8

2

′

b

8

5

5

5

4

0
/

9

0

0

0

1

1

1

2

2

3

3

3

3

′

b

5

7

7

7

7

8

1

3

7

8

5

9

2

3

0
ノ

0
0

(

リ
ノ

5

′

n
)

1

4

′
h

U

l

一

)ヽ

q
′

(
1 .

凸

7

1

4

1

3

2

っ
J

1

2

5

8

4

3

･久
.

L

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(

U

O

O

O

O

O

O

3

(

凸

5

っ

J

5

9

′
+

U

3

0

1

4

/

h〉

/
+

U

7

7

▲

U
′

8

2

7

0

-7

7

0

0

1

3

1

′

h
)

4

7

1

3

5

0

1

′
h

U

5

0
ノ

7

2

一
.

J

O

4

0

3

′

D

ュ
J

3

0

3

4

0

9

3

′

D

3

4

4

3

7

0
ノ

0

7

2

7

1

′

h
)

3

0
0

4

【
J

(

バ

〉
0

5

4

8

4

8

4

1

1

2

っ
J

4

A
･

′

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20859

′
-

U

q
′

4

8

′

0

′
▲

U

O

′

n

▼
l

1

0

0
ノ

4

9

4

2

7

1

0
ノ

(

リ
ノ

0

∠

U

Q
U

】
.

〇

2

A
T

受
リ

ノ

h

〉
2

′

0

7

0

1

0

7

5

7

一
l

J

3

4

2

3

3

4

4

5

5

′
-

U

8

3

3

4

7

4

1

0
ノ

8

7

2

3

0
ノ

0

2

0

1

0
ノ

O

l

′
+

U

5

1

q
′

′
】

U

O

8

2

q
ノ

0

4

7

0

1

′

n

▼
′

n
)

2

4

8

0

∠

U

4

0

4

A
7

4

4

′

n

〉
0
ノ

′

h

〉
0

2

1

1

1

1

1

1

1

2

っ
J

3

1 6 7
,
96 8

2 1 1
,
81 0

2 2 8
,
6 6 9

1 7 8
,
5 6 2

16 6
,
46 0

1 7 9
,
2 32

1 9 1
,
2 95

2 17
,
7 0 4

2 65
,
9 1 6

3 7 4
,
9 4 5

9

2

4

7

q
′

8

8

′

b

7

5

4

′

0

5

0

8

1

5

0
0

(

X
)

0

8

0

1

-
.

つ

4

3

4

0

8

7

3

3

0
ノ

0

0

0
ノ

0
ノ

8

′

q

l

l

l

3 1 8
,
88 4

2 7 4
,
19 1

2 4 9
,
18 9

2 5 8
,
93 5

2 72
,
8 3 2

2 5 2
,
2 2 9

2 9 0
,
1 4 3

3 5 7
,
7 4 4

4 4 8
,
2 8 9

6 2 8
,
6 1 5

′

D

O

5

3

7

4

3

8

1

っ

J

2

9

8

3

3

0
ノ

7

9

7

5

5

0

2

2

′

b

▼
4

0
ノ

0

2

8

■

ヽ
)

8

1

`
U

【
J

′
-

U

4

1

2

3

1

1

2

3

5

′
】

U

7

0
ノ

′
L

U

O

5

5

8

0
ノ

7

2

5

′

D

4

1

5

4

3

8

2

7

0
ノ

1

5

Q
U

O
ノ

0
0

1

8

0
ノ

8

5

5

0

0

3

▲0
ノ

0

0

2

2

(
u
ノ

8

3

1

2

7

7

8

0
ノ

2

5

2

9

∠

U

l

l

l

l

1

2

2

3

っ

J

4

5 0 6
,
3 3 7

4 96
,
93 9

4 85
,
5 3 2

45 4
,
5 71

45 7
,
3 0 3

45 0
,
1 8 3

5 0 2
,
8 0 8

5 9 8
,
5 1 7

75 0
,
9 0 8

1
,
0 48

,
2 8 7

(

リ
ノl

1

2

3

4

5
′

n
)

7

8

0
ノ

O

1

2

3

4

5

′

D

7

8

q
′

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

注 :
‥ ･

は 不明 ｡ 出典 : 協和銀行編 『本邦貯蓄銀行史』 巻末附表 より作成 ｡



一 橋論叢 第八 十 五 番 第
一

号 ( 4 8 )

網
の

拡

大
は

終
り

､

こ

の

時
期
に

は

順
次
に

代
理

店
か

ら

支

店
へ

の

切

替
え
が

行

な
わ

れ

た

(

第
一

義
)

｡

店

舗
網
自
体

の

拡

大

は

な

さ

れ

て

い

な
い

｡

支
店

へ

の

転
換
は

大

蔵
省
の

勧
奨
に

よ

る

日

本
勧
業
会
社

解
散
(

一

九
二

〇

年
)

の

た

め

と
い

う
側
面
も

確
か

(

2 2
)

に

あ

る

が
､

主

た
る

理
由

ほ
､

地

方

店
舗
が

単
な

る

預
金

吸

収
店

か

ら
､

貸
出
も

行
な

う
店

舗
に

変
わ
っ

た
こ

と

に

あ

る

と

思

わ

れ

る
｡

す
な

わ

ち
､

定

期
積
金

者

貸
出
は

担
保
晶

査

定

等
の

繁
建
な

事
務
を

必

要
と

し
な
い

の

で
､

地

方

店
舗
で

も

貸
出
業
務
が

可
能

と

な
っ

た

の

で

あ
る

｡

こ

の

時
期
の

預
貸
金
の

構
成

を

見
る

と
､

預
金

面
で

は

定

期
積

金
の

構
成

比
が

一

九
一

五

年
の

五

九
･

四

%
か

ら
､

一

九
二

二

年

の

八
一

こ
ハ

%
へ

と

増
大
し

､

定

期
積
金
が

預
金
の

大

部
分

を

占

(

2 3
)

め

る

に

至
っ

た

(

第
二

義
)

｡

ま
た

､

貸
出
面
で

は
一

九
一

九

年

七

月

に

株
式
抵
当

貸
を

､

同

年
一

二

月
に

は

不

動
産
抵
当

貸
を

廃

(

糾
)

止

し

た
｡

と

く
に

後
者
は

大
戦
期
迄

は

定

期

積
金

者
貸
と

並

ん

で

(

2 5
)

同
行
の

二

大

貸
付

業
務
と

さ

れ

て

い

た

も
の

で

あ
る

が
､

そ

の

廃

止
に

よ

り
､

同
行
の

貸
出
ほ

定

期
積
金

者

貸
出
に

ほ

ぼ
一

本
化

し

た

(

一

九
二

一

年
未
で

､

定

期
積
金

者

貸
付
は

糸
貸
出
残

高
の

八

七
･

九

%

を

占
め

た
)

｡

こ

の

よ

う

な

定

期
積
金

業
務
へ

の

専
業
化
は

､

一

九
一

六

年
施

.止

血
F

オ

ー

行
の

改
正

貯
蓄

銀

行

条
例
に

よ
っ

て

促
進
さ

れ

た

の

で

あ

る
｡

す

胡

な
わ

ち
､

こ

の

改

正

に

よ

り

定

期

積
金

･

据
置
貯
金

業

務
が

貯
蓄

銀

行

個
有
の

業
務

と

し
て

認
め

ら
れ

､

貯
蓄

銀

行

以

外
の

も

の

が

こ

の

業
務
を

営
む
こ

と
は

禁
止

さ

れ

た
｡

一

九
一

五

年
施
行
の

無

尽

業

法
が

､

営
業
無

尽
の

発

展
を

抑
え

る

取

締
立

法
的
性
格
の

法

律
で

あ
っ

た

こ

と

と

あ
い

ま
っ

て
､

貯
蓄

銀
行

は

類
似

業
務
を

営

(

2 6
)

む

他

業
種
の

競
争
か

ら

法

制
的
に

保
護
さ

れ

た

形

と

な
っ

た
｡

と
こ

ろ

で
､

こ

の

時
期
の

経
営
内
容
を

見
る

と
､

大

戦
期
か

ら

大

戦
直
後
の

好
況

期
に

は

余
り

成

績
は

良
く

な

く
､

一

九
二

〇

年

恐

慌
後
に

か

え
っ

て

好
転
し
て

い

る

(

第
二

図
)

｡

経

営

政

策
の

転
換
(

不

動
産
抵
当

貸
の

廃
止

な
ど
)

､

恐

慌
前
に

お

け

る

殊

式

(

2 7
)

(

2 8
)

の

売

却
､

一

九
一

八

～

九

年
に

か

け
て

の

大

幅
な

人

員
整
理
に

よ

り
､

後
半
に

業
績
が

好
転
し

た

も
の

と

思
わ

れ

る
｡

3

第
三

期
(

一

九
二

三

-

二

五

年
)

前
の

時
期
の

終
り
の

一

九
二

一

年
に

貯
蓄
銀
行
法
が

制
定

さ

れ
､

二

二

年
か

ら

施
行
さ

れ

た
｡

こ

の

法
律
は

､

貯
蓄
銀

行
と

普
通

銀

行
を

完
全
に

分

離
し

､

前

者
を

健
全

な

貯
蓄
機

関
と

し

て

厳
し

く

監

督
し
ょ

う
と

す
る

も
の

で

あ
っ

た
｡

貯
蓄
銀

行
条
例
の

下
で

認

め

ら

れ

て

い

た

普
通

銀
行
業
務
と

貯
蓄

銀

行
業
務
兼
営
が

禁
止

さ

れ

た

上
､

最
低
資
本

金

額
(

五

〇

万

円
)

が

設
け
ら

れ

た

た

め
に

､

ナ

､

-

暮

.

ト

細
r

サ

ド

ヤ



( 4 9 ) 不 動貯金 銀 行 の 発展構 造

L

噸
十

▼

貯
蓄
銀
行

業
務

を

営
む

銀

行

数
は

四

分
の

一

以

下
に

激
減
し

た
｡

(

2 9
)

さ

ら

に
､

資
金

運

用
に

も

厳
し
い

制
限
が

設

け

ら

れ

た
｡

牧
野
は

当

初
､

貯
蓄
銀

行

法
に

関
し

て

き

わ

め
て

香

定

的
な

見

解
を

示

し

て

い

た
｡

法
案
提
出
前
の

一

九
二

一

年
一

月
に

､

牧
野

は

法

案
の

議
会
提
出
を

予

想

し
て

､

｢

政

府
の

御
方

針
が

､

貯
蓄

銀
行
と
い

ふ

も
の

は
､

必
ら

ず
し

も

庶
民

金

融
の

機
関
に

な

ら
ぬ

で

も

よ

ろ

し
い

｡

只
だ

金
を

預
か

る
､

安

全
に

預
か

る

の

が

即
ち

貯
蓄
銀
行
の

職
務
だ
と

い

ふ

や

う
な

点

か

ら
､

種
々

規
則
を

改
正

い

た

し

ま

す

る

と
､

私

共
が

庶
民

金

融
の

機
関
と

し
て

働
ら

く
こ

(

3 0
)

と

が

或
は

出
来
ぬ

か

も

知
れ

ま

せ

ん
+

と

述
べ

た
｡

と
こ

ろ

が
､

一

九
二

一

年
二

月
に

議
会
に

提
出
さ

れ

た

法

案
に

は
､

定
期

積
金

者

貸
出
の

禁
止

条
項
は

な

く
､

供

託
最
低
金

額
も

貯
蓄

預
金
の

二

分
の

一

で

な

く
三

分
の
一

で

あ
っ

た
た

め
､

不

動

貯
金

銀
行

は

従

来
の

営
業
方

針
を

ほ

と

ん

ど

変

更
す
る

必

要
は

な

(

3 1
)

か
っ

た
｡

一

九
二

三

年
始
め

の

牧

野
の

語

調
は

先
の

発
言
と

は

う

っ

て

変
わ
っ

た
も

の

で

あ
っ

た
｡

｢

昨
年
初
め

て

貯
蓄

銀

行
法
が

実

施
さ

れ

ま

し
て

､

ま

だ
一

年
に

し
か

な

り

ま
せ

ぬ

が
､

今

後
二

三

年
経

ち

ま

す
る

中
に

は
､

貯
蓄

銀
行
の

､

力

弱
き

も
の

は
､

段

々

と

淘
汰
さ

れ
.
て

行
き

は

し

な
い

か

と

息
び

ま

す
､

香
貯
蓄
銀
行

ば

か

り
で

は

あ
り

ま
せ

ぬ
､

普

通

銀
行

も

早

晩
一

洗
さ

れ

る

時
代

1

/

一

｡

ゼ

一

1

母

や

1

†

が

来
や

う

と

息
ひ

ま

す
､

さ

う
云

ふ

時
代
が

来
れ

ぼ

来
る

頼
一

段

(

3 2
)

と

本

行
の

光

輝
を

放
つ

こ

と

に

な

り

ま

す
｡

+

貯
蓄
銀

行
法
の

施
行
は

直
ち
に

同
行
の

地

位
の

強
化
を

も

た

ら

し

た

訳
で

は

な
か

っ

た
｡

一

九
二

三

年
の

関

東
大

震
災
は

､

京

浜

地

帯
の

中
小

商
工

業
者
を

主

要
な

貸
付

対

象
と

す
る

同
行
を

危
機

に

追
込

ん

だ
｡

こ

こ

で

牧
野
は

再
び

悲
観
論
者
と

な

る
｡

｢

斯
う

い

ふ

事
変
に

際
し

ま

す
る

と

不

動

貸
金

を

や

ら
な

か

っ

た

方

が

可

(

3 3
)

か
っ

た
+

と

述
べ

､

こ

れ

ま

で

同

行
の

特
色
と

し
て

賞
揚
し

て

き

た

定

期
積
金

貸
出
を

､

一

九
二

三

年
九

月
に

廃
止

し
て

し

ま
っ

た
｡

さ

ら
に

､

貯
蓄
銀

行

法
の

定

期
積
金

者
貸
出
に

関

す
る

条
項
に

関

し

て
､

｢

彼
の

一

条
が

な

け
れ

ば
､

貯
蓄

銀

行
の

法
律
は

完

全

無

(

3 4
)

欠
で

あ
っ

た

ら

う
と

息

び

ま

す
+

と
さ

え

発
言
し

て

い

る

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

方

針
の

急

変
は

､

関

東
大

震
災
の

衝
激
に

よ

る

も
の

だ

が
､

一

九

二

〇

年
恐

慌
後
の

不

良

貸
の

増
加
が

衝
激
を

増

(

35
)

幅
し

た

点

も

見
の

が

せ

な
い

(

第
四

表
)

｡

同

行
の

貸
出
の

大
部
分

を

占
め

る

定

期
積
金

者

貸
付

を

廃

止

す

る

な

ら
ば

､

吸
収

し

た

預
金

は
一

体

何
に

向

け

ら

れ

る

の

か
｡

一

九
二

四

年
上

期
の

『

営
業
報
告
書
』

は

次
の

よ

う
に

述
べ

て

い

る
｡

｢

本
行
ハ

貯
蓄
銀

行
本

来
ノ

使
命
二

鑑
､

､

､

､

最
モ

安

全

確
実
ニ

シ

テ

少
シ

ヰ

危
険
ノ

倶
ナ

ク
､

且

ツ

其
ノ

用

途
ガ

公

利
公

益
ヲ

主
卜

舶
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ス

ル

モ

ノ

ニ

投
資
ス

ル

方

針
ノ

下
ニ

､

先
ヅ

国

債
地

方

債
ノ

応
募

引

受
ヲ

第
一

ト

シ
､

尚

剰
リ

タ

ル

資
金
ハ

銀

行

引

受
手

形
ノ

買
入

レ

及
一

流
銀
行
コ

ー

ル

ニ

放
出
利

殖
ス

ル

事
ニ

シ

マ

シ

タ
｡

又

各

支

店
二

於
テ

吸

収
シ

タ

ル

預
金
ハ

ナ

ル

ベ

タ

当
該
地

方
二

散
布
ス

ル

目
的
ヲ

以

テ
､

府
県

債
､

市
債
ノ

引
受
二

道

用
シ

､

努
メ

テ

地

方

公

共
ノ

福
利
増
進
二

寄
与

貢
献
ス

ル

方

針
ヲ

ト

リ

マ

シ

タ
｡

+

不

動
貯
金

銀
行
が

あ

え
て

定

期
積
金

者
貸
出
廃
止
に

踏
み

切
っ

た

裏
に

ほ
､

当
時

､

特
殊
銀

行
の
コ

ー

ル

や

預
ケ

金
､

銀
行

引

受
手

形
が

高
利
率
で

あ

り
､

ま
た

国
債
の

利
廻
も

上

昇
し
て

い

た

事
情

(

3 6
)

を

見
逃
す
こ

と

は

で

き

な
い

｡

牧
野
は

､

｢

今
日

金

融
の

逼

迫

時

代
で

あ

り

ま

す
か

ら
､

八

分

以
上

に

廻

す
と
い

ふ

事
は

､

不

動
貸

金
に

廻
さ

ん

で

も
い

く

ら

も

廻
る

方

法
が

ご

ざ
い

ま

す
の

で

あ

り

ま

す
､

例
え

ば

銀
行
引

受
手

形
を

買
ひ

ま
し

て

も
､

コ

ー

ル

に

放

資
し

ま

し
て

も
､

八

分

以

上
に

今
日

は

廻
っ

て

居

り

ま

す

る

の

で

人

3 7
)

す
+

と

述
べ

て

い

る
｡

定
期
積
金
者
貸
付
の

廃
止

は
､

同

行
の

経
営
を

安
定

さ

せ

る

ど

こ

ろ
か

､

か

え
っ

て

預
金
の

停
滞
を

招
く
に

至
っ

た

(

第
一

図
)

｡

同
行
の

定

期

積
金
が

他

行
に

比
べ

て

低
利
率
で

あ

る

に

も

か

か

わ

ら

ず
､

こ

れ

ま
で

同
行
の

預
金
が

伸
び

て

き
た

の

は
､

同

行
の

定

(

3 8
)

期
積
金

者
貸
出
の

条
件
が

最
も

緩
か
っ

た

か

ら
で

あ
る

｡

貸
出
を

′

鮮
ヰ

ト
r

■

L
■
ノ

｢
E
..
■

.

-

｢
卜

｢
◆
.
し
■

し
■

L

受
け
る

た

め

に

預
金

を

し
て

い

る

の

で

あ

る

か

ら
､

貸
出
が

廃
止

甜

さ

れ

れ

ば
､

も

は

や

同

行
に

預
金

す
る

メ

リ

ッ

ト

は

何

等
存
在
し

な
い

こ

と

に

な

る
｡

4

第
四

期
(

一

九
二

六

-
三

〇

年
)

一

九
二

六

年
か

ら

不

動
貯
金

銀

行
は

定

期
積
金

者
貸
出
を

再
開

し
､

再
び

積
極
方

針
に

転
じ

た
｡

震
災
前
の

貸
出
が

順
調
に

回

収

(

刃
)

さ

れ

た

た

め

で

あ

る
｡

一

九
二

四

年
一

〇

月
に

定
め

た

｢

資
金

運

用

規
定
+

で

は
､

貸
付

金
を

総
預
金
の

二

〇

%

以

内
と

し

て

い

た

(

仰
)

(

4 1
)

め

を
､

一

九
二

六

年
一

月
か

ら

五

〇

%

以

内
に

改
め

た
｡

そ

の

後
､

定

期

積
金

者

貸
付
は

飛

躍

的
に

増
大
し

､

一

九
三

〇

年
末
に

は
一

九

二

五

年
末
の

九
･

二

倍
と

な
り

､

総
預
金

中
の

構

成
比

も

五

六
･

八

%

と

な
っ

た

(

第
二

表
)

｡

そ

れ

と

併
行
し

て

預
金

高
も

顕
著
な

増
加
を

見
た

｡

昭

和
金

融
恐

慌
の

時
期
に

同

行
が

著
し
い

発
展
を

遂

げ

た

の

は
､

貯
蓄
銀
行
法
の

強
い

規
制
下
に

置
か

れ

た

貯
蓄
銀

行
の

安
全

性
を

預
金

者
が

評
価
し

て
､

普
通

銀

行
か

ら

預
け

替
え

た

た

め
で

も

あ

(

4 2
)

る

が
､

同

行
に

関
し

て

は

特
に

､

金

融
恐

慌
で

中
小

銀
行
が

没

落

し

た

結
果

､

資
金

融
通
の

途
を

失
っ

た

中
小

商
工

業
者
が

同

行
に

集
中
し

た

と

い

う
事
情
が

重

視
さ

れ

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

か

く

し
て

､

こ

の

時
期
に

不

動
貯
金

銀
行
ほ

同
行
の

歴
史
上

､

最
も

安

■
ト

｢

｢

ト
ト

ト
L

■
｢
｢

イ

■



( 5 1 ) ･ 不 動貯金 銀 行 の 発展構造

第 3 表 昭和 恐慌 下 の 不 動貯金 銀 行 支 店別 預金 増減率 ( 1 9 3 1 . 12 兼 一 1 9 3 5 ･ 6 未)

増 減 率 支 店 名

十 4 0 % 以 上

＋ 3 0 % 以 上

ヰ2 0 % 以 上

＋ 1 0 % 以 上

＋ 1 0 % 未満

- 1 0 % 未満

ー 2 0 % 以上

- 2 0 % 以上

- 3 0 % 以上

柳 川 (4 6 .0) 呉 ( 4 3
.
2) 前橋 (4 1 ･ 0)

甲 府 ( 3 2
.9)

横須 賀 (2 8 .3) 徳島 ( 2 7 .2) 仙台 (2 2 .1) 山 田 (2 1 .1) 佐 世 保 ( 2 1 ,1)

岡崎 ( 2 0 .6)

桑名 ( 1 6 .7) 大 牟田 ( 14 .8) 熊本 ( 1 1 .0) 加 古川 (1 0 .7) 下 関 ( 1 0 .5)

畝傍 (9 .6) 広島 ( 9 .4) 岡山 ( 8 .5) 岐阜 (7 .1) 直方 ( 7 . 0) 彦根 (5 .5 )

奈 良 ( 5 .3) 浜松 (5 .3)
.

宇都宮 ( 5 ･1) 福岡( 3 .6) 福 山( 3 ･5) 佐 賀( 2
･7)

姫路 ( 1 .6) 丸亀 ( 1 .5) 尾 道 ( 0 .8) 富 山 ( 0 .6)

津 (
△2 ･2) 冶 阪 (

△2 ･7) 小 倉 (
△ 2 ･9) 静 岡 (

ム3 ･0) l毎夏二∈璽三国 門司

(
△4 ･9) 高 知 ( △5 ･3) 匡蚕室二二∈至亘覇l垂至二 圏 四 日市 (

△
6 t9) 高松

(
△7 ･1) 高岡 (

△ 7 ･3) 和 歌 山 (
△
7 ･8) 匡亘: 璽司 岸 和田 (

△ 8 ･3)

1匿重要匡璽団 長崎 (
△9 ･1)

大 津 (
△
1 0 .3)

湯 浅 (
△
1 3 .2)

八 幡 (
△
9 .6)

久 留 米 (
△
1 1 ･1) 匝巨二至堅塁

(
△
1 3 .4)l 金 沢 (

△
1 4 .0) 明石 (

△
1 4 .

3) 小 樽 (
△ 1 8 ･4)

区匠二∈ 璽 l 松 山 (
△1 9

･
5) 札 幌 (

△ 1 9 ･9)

大 分 (
△ 2 0 ･7) 匝亘:空空司 匪医二 璽 事堺 (

△2 2
･
1) 医匿匠空撃三司

枠中戸 (
△ 2 2 .4)l 福 井 (

△2 4 ･1) 直垂直二∈至空司 豊橋 (
△2 8 ･5) 鹿児 島

(
△2 9 .1)

長岡 (
△ 3 0

･
0) 匡夏至璽司1亘 団 函館 (

△3 2 ･7) 医匿亘二空琴司
新 潟 (

△
3 8

.4)

注1 : ( ) 内ほ増減率 ｡

2 : ⊂コ で 因 っ
て あ る の は 6 大都市所在 の 支店｡

出典 : 不動貯 金銀行 『昭和 6 年下期事業安東』: 同 『昭和 1 0 年上半期各店営業状況の 諸調査』 よ り作成 ｡

(

4 3
)

定

し

た

時
期
を

迎
え

た

の

で

あ

る
｡

こ

の

時
期
に

､

資
金

運
用

中
で

の

定

期
積

金

者
貸
出
の

比

重

は

さ

ら
に

高
ま

っ

た
｡

金

融
恐

慌
以

後
､

今

迄

高
金

利
を

稼
い

で

い

た

特
殊
銀

行
方

面
へ

の

資
金

運

用
の

機
会
汎

消
滅
し

た

た

め

に
､

同
行
の

資
金

運

用
は

ま

す
ま

す

中
小

商
工

業
者

貸
出
に

偏
重

し
て

い

っ

た
｡

同

行
は

定

期

積
金

貸
出
の

制
限
を

緩

め

る

措

層
を

と

り
､

余
裕
資
金
の

消
力
に

努

(

糾
)

め

た
｡

支
店
政

策
で

は
､

都
市
へ

の

効
果

的
な

支

店
拡
大
が

は

か

ら

れ

た
｡

一

九
二

七

年
一

月

の

株
主

総
会
に

於
て

牧
野

は
､

｢

将

来
も

六

大

都
市
に

ほ
､

段
々

と

支

店
を

設
け
て

行
く

(

4 5
)

っ

も

り

で

あ

り

ま

す
+

と
､

都
市
重

点

主
義

を

表
明

し

た
｡

大

阪

西
･

白
山
･

両

国
･

九

段
･

七

条
･

乃

木
坂
の

各
支

店
が

こ

の

時
期

に

設
置
さ

れ

た

(

第
一

表
)

｡

5

第
五

期
(

一

九
三

一

-

ユ
ニ

六

年
)

一

九
三

一

年
以

降
､

不

動
貯
金

銀

行
の

預

朗

鳴
七

､

1

1



一 橋論叢 第八 十 五 巻 第 一

号 ( 5 2 )

金

残

高
は

､

日

露
戦
後
以

来
ほ

じ
め

て
､

大

幅
の

減
少

を

示

し

た

(

第
一

図
)

｡

利
益

率
の

低
下

､

経
常
収

支
比

率
の

悪
化

も

進
行

し
､

同

行

ほ

深

刻
な

経

営
上
の

危
機
に

直
面

す
る

こ

と

と

な
っ

た

(

第

二

図
)

｡

預
金

残

高
の

減
少
は

言

う

迄
も

な

く
､

昭

和
恐

慌
の

影
響
で

あ

る
｡

一

九

三

二

年
下

期
の

『

事
業
要
覧
』

は
､

と

く
に

定

期
積
金

減
少
の

原
因
と

し

て
､

｢

H
匡
救
事
業
並
に

低
利
政
策
の

実

施
せ

ら
る

る

に

至

り

た

る

も
､

財
界
未
だ

回

復
せ

ず
中
小

商
工

業
者
の

立

直
り
を

見
る

に

至

ら

ざ
る

こ

と
､

肖
好
況

期
に

夷

約
し

た

る

貯

(

4 6
)

金
が

満
期
に

到
達
し

､

満
期
支
払

金
の

増
加
し

た

る

こ

と
+

を

あ

げ

て

い

る
｡

支
店
別
に

預
金
の

増
減
を

検
討

す
る

と

興

味
深
い

結
果
が

得
ら

れ

る

(

第
三

表
)

｡

昭

和
恐

慌
下
に

都
市
支

店
は

全
て

預
金

が

減

少
し

､

大
阪

商

工
兄

都
･

七

条
支

店
は

実
に

三

剖
も

減
少
し

た

の

に

対
し

､

地

方

支
店
は

半
数
の

支
店
で

預
金
が

増
大
し

､

都
市

支

店
の

減
少
を

あ

る

海
産
カ

グ
ァ

ー

す
る

格
好
に

な
っ

て

い

る
｡

経

営
効
率
の

悪
い

地

方

支
店
が

同

行
の

経
営
圧

迫
の

一

要
因
で

あ
っ

た

の

だ

が
､

こ

の

時
期
に

は

預
金

減
を

食
い

止

め

る

役
割
を

果
た

し

た

の

で

あ
る

｡

預
金

構
成

を

見
る

と
､

定

期
積
金
の

割
合
が

一

九
二

八

年
の

八

≠

血
町

寸

r

割
か

ら
一

九
三

三

年
に

は

五

割
に

ま

で

低
落
し

､

一

九
三

〇

年
に

北

(

4 7
)

業
務
を

開
始
し

た

据
置
貯
金
が

五

割
近
く

を

占
め
る

に

至
っ

た
｡

(

第
二

義
)

｡

し

か

し
､

高
利
率
の

据

置
貯
金

(

四
･

七

%
)

の

吸

収
は

経
営
を

圧

迫
す
る

結

果
を

も

た

ら

し
た

た

め
､

据
置
貯
金
の

利
率
を

一

九
三

二

年
一

〇

月
に

は

四
･

二

%
に

下

げ
､

さ

ら
に

三

(

鵡
)

三

年
に

ほ

全

国
一

率
に

三
･

七

%

と

し

た
｡

貸
出
面
で

は

不

良

貸
付

増
大
に

よ

り
､

一

九
三

〇

年
下

期
よ

り

三

六

年
上

期
ま
で

毎
期

一

〇

〇
万

円

を

越

す
滞

貸
金

償
却
を

行
な

わ

ね

ば

な

ら

な

か
っ

た
｡

こ

の

よ

う
な

多
額
の

償
却
は

､

貸
出
補

填
と

し

て

徴
収

し
て

い

た

調

査

費
を

ほ

る

か

に

上

回
る

額
で

あ
っ

(

岬
)

た

(

第
四

表
)

｡

経

営
を

圧

迫
し

た

要
因
と

し
て

､

さ

ら
に

国

債
価
椿
の

下

落
が

あ

げ

ら
れ

る
｡

国

債
の

時
価
評
価
に

よ

る

決
算
方

式
で

は
､

国
債

価
格
下

落
時
に

は

評
価

損
が

計

上

さ

れ
､

そ

れ

が

利
益
金

を

減
少

さ

せ

る

こ

と

に

な

る
｡

し

か

し
､

こ

の

間
題
は

一

九

三

二

年
七

月
､

国

債
の

標
準
発
行

価
格
で

の

評
価
を

認

め

る

｢

国
債
の

価
蒋
計
算

(

5 0
)

,

に

関

す
る

件
+

が

施
行
さ

れ

る

こ

と

で
一

応
の

解

決
を

み

た
｡

一

九

三

三

-

四

年
に

か

け
て

三

剖
も
の

大

量
の

人

員
整

理
を

断

(

5 1
)

行
し
た

結
果

､

景
気
の

回

復
と

と

も
に

経
営
内

容
は

や

や

も

ち

直

し
て

き
た

｡

ト

ト

ノ

盗
町

ケ

.



L

鳴
′

サ

ー

6

第
六

期
(

一

九

三

七

～

四

三

年
)

預
金

残
高
の

面
で

は
､

一

九
三

六

年
を
ボ

ト

ム

と

し

て
､

以

後

上

昇
に

向
か

う
の

で

あ

る

が
､

利
益

率
は

低

下
の

一

途
を

た

ど

り
､

経
常
収

支

も

赤
字
基

調
で

あ

る

(

第
一

図
･

第
二

囲
)

｡

利
益

率
の

低
下
は

定

期

積
金

者

貸
出
の

減
少
に

よ

る

も
の

で
､

一

九

三
一

年
に

定

期
積
金

残

高
の

八

剖
を

占
め

た
こ

の

貸
出
は

､

一

九

四

〇

年
に

は

三

割
弱
に

ま
で

減

少

す

る

の

で

あ

る

(

第
二

表
)

｡

絵
務
部
長
の

小

山

強
次

は
､

定

期
積
金

者
貸
出

減
少

の

原

因
を

論
じ

た

中
で

､

｢

時
局
の

関
係
に

よ

り

資
金
の

需

要
あ

る

ぺ

1

一

く

噸

イ

き

も

の

と

息

は

る

ゝ

工

業
者
層
は

僅
々

(

本

行

預
金

者
)

全
体
の

一

朝
に

も

満
た

ざ
る

こ

と
+

､

｢

各
種
統
制
の

結
果

､

･
思

惑
的
物
資

の

買
入

れ

が

出
来
な

く

な

り
､

又

固

定

資
金

､

拡

張
資
金

等
も

各

種
の

制
限
を

受
く

る

に

至

り
､

そ

の

方

面
の

資
金
の

需
要
を

減
退

(

5 2
)

せ

る

こ

と
+

を

原

因
と

し
.
て

あ

げ
て

い

る
｡

要
す
る

に
､

中
小

商

工

業
金

融
の

中
で

も

特
に

中
小

商
業
(

小

売
業
)

に

主

要
な

貸
付

基
盤
を

置
い

て

い

た

同

行

は
､

統
制

下
の

小

売

業
の

没

落
と
と

も

に

そ

の

基

礎
を

失
っ

て

い

っ

た
の

で

あ

る
｡

か

く

し
て

､

こ

の

時
期
の

不

動
貯
金

銀

行
は

､

預
金
の

伸
び

に

( 5 3 ) 不 動貯金 銀行 の 発展構造

第4 表 不動貯金 銀 行 の 滞貸金 償却 と調 査 費
(単位 1 0( の 円)

各 期 滞貸金 償却 調 査 費
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も

か

か

わ

ら

ず
､

そ
の

預
金
の

大
半
を

国

債
に

運

用

す
る

と
こ

ろ

の
､

資
金

吸

収

機
関
に

転
化
し

た

の

で

あ
る

｡

か

か

る

運

命
は

､

地

方

銀
行
が

た

ど
っ

た

運

命
と

軌
を
一

に

す
る

｡

一

九

四

〇

年
の

収
益

税
免
除
条
頃
の

削
除

､

一

九

四
一

年
の

国
民

貯
蓄
組
合

法
を

経
て

､

一

九

四
三

年
の

｢

普

通

銀

行

等
の

貯
蓄
銀
行
業
務
ま

た

は

信
託
業
務
の

兼
営

等
に

関
す
る

法
律
+

で
､

再
び

貯
蓄
銀
行

業
務

の

兼
営
が

認

め

ら

れ

る

に

及
び

､

貯
蓄
銀

行
の

独

自
性
は

否
定
さ

れ
､

同
行
も

消
滅
過

袈
に

入
る

の

で

あ

る
｡

(

1
)

牧
野
が

成

田

銀

行
に

関

係

し
で

い

た

た

め

に
､

創
立

時
の

頭
取

に

は

牧

野
の

岳
父
の

小

堀

汚
が

就

任

し
〔

牧
野
は

監
督
と
い

う

名

義

･

で

経

営
に

参
加
し

た

(

武

者

小

路

実

篤
『

牧
野
元

次

郎
』

〓

九

三

五

年
〕

三

六

～

四

四

頁
)

｡

な

お
､

牧
野
は

一

九
〇

四

年
に

頭

取

に

就
任

し

た

後
､

一

九
四

一

年
に

六

男
の

寺
本
五

郎
に

引

継
い

で

引

退

す
る

ま
で

三

七

年
間

頭
取
の

座
に

あ
っ

た
｡

(

2
)

｢

本

行
の

由
来
+

(

一

九

〇

九

年
)

天

溶
熊
書

窮

『

牧
野
頭
取

講

演
全

集
』

〓

九
三

〇

年
〕

所

収
､

二

七

～
二

八

頁
｡

1
以

下
『

全

集
』

と

略
記

す
る

｡

牧

野
は

一

九
一

･
〇

年
末
現

在
､

不

動
貯
金

銀

行

の

稔

株

数
二

千

株
中

､

一

四
二

四

株

(

七
一

･

二

%
)

を

所

有
し

て

い

た

(

不

動
貯
金

銀

行

『

第
二

十
一

期
営

業

報

告

書
』

二

ニ

ュ
ニ

頁
)

｡

な

お
､

不

動
貯

金

銀

行

創
立

の
一

年
後
の

一

九

〇
一

年

十

月

に

成

田

銀
行

は

経
営
行

詰
り

で

休
業
し

た
｡

成

田

不

動
の

機

関

銀

行

で

あ
っ

た

成

田

銀
行

ほ
､

成

田

戟
道

株
式
港

保

貸
付

､

土

地

也

保

貸

J

乱
町

､

†

r

付
の

固
定

に

よ

り

経

営
が

悪
化
し

た

(

｢

成

田

銀
行
の

臨

時

休

業
+

舶

『

銀
行

通

信

録
』

一

九

三

号

〔

一

九

〇
一

年
一

一

月
〕

八

四
二

頁
)

｡

こ

の

こ

と

と
､

第
二

回

払

込

金

募
集
の

失

敗
と
の

間
に

関

係
が

あ

る

か

ど

う
か

確
認
し

ぇ

な

か

っ

た
｡

(

3
)

『

不

動
貯

金
銀

行

小

史
』

(

タ

イ

プ

印

刷
､

作
成

年
次

不

明
)

三

～

四

頁
｡

(

4
)

本

稿
で

は

｢

預
金
+

と
い

う

用

語
を

､

狭
義
の

預
金
の

他
に

､

■
貯
金

(

普

通

貯
金

･

据
置
貯
金
)

､

定

期

積

金
を

含
め

た

広

義
の

意

味
で

用
い

る
｡

(

5
)

不

動
貯
金

銀

行
の

扱
っ

た

定

期

積
金
は

､

創
立
当

初

と
一

九
一

二

-

四

年
の

間
を

除
け

ば
､

三

年
も
の

の

み

で

あ
っ

た
｡

創
立

当

初

は

最
短

五

年
か

ら

最

長

百

年
ま

で

八

積
の

積
立

貯
金
を

受
入

れ

た

が
､

期
間

が

長
期
す

ぎ
て

失

敗
に

終
っ

た

(

｢

不

動
貯
金

銀

行

の

設

立
+

『

東
京

経

済
姓

誌
』

一

〇
五

七

号

〓

九

〇

〇

年
一

一

月
〕

一

一

六

〇
頁

､

｢

牧
野
頭
取

演

説

筆
記
+

〔

一

九

〇

八

年
〕

『

全

集
』

一

五

～

六

頁
)

｡

三

年
も
の

は
一

九

〇
一

年
か

ら

取

扱

を

開

始
し
た

｡

(

6
)

小

山
強

次

『

定

期

積

金

研

究
』

(

一

九
二

四

年
)

二

五

～

六

頁
､

橋
爪

明

男
霜

『

金

融
大

辞

典
』

第

二

巻
(

一

九

三

四

年
)

の

う

ち

｢

貯
蓄
銀

行
+

の

項

(

黒

田

忠

雄

執
筆
)

な

ど
､

定

期

積

金

を

牧

野

が

創
始

し
た

と

す
る

記

述
が

多
い

｡

し

か

し
､

進

藤
寛

氏
に

よ

れ

ば
､

一

八

八

〇

年
に

す
で

に

第
六

十

国

立

銀

行

(

東

京
)

が

積

金

会

社

｢

保
存
社
+

の

代

理

店
と

し

て

定

期

積

金
の

取

扱
を

開
始
し

た

事

例

が

見

出
さ

れ
る

と

い

う

(

｢

国
立

銀

行
の

貯
蓄

預
金

業
務
+

『

地

方

金

融
史
研

究
』

第
一

〇

号

〔

一

九
七

九

年

三

月
〕

八

頁
)

｡

1

.､.

血
軒

一

ト

ト



( 5 5 ) 不動貯金 銀行 の 発展構 造

丸

′

鳴
-

1

疇

イ

(

7
)

一

九

〇
二

年
に

開
始
し

た

外

交

員
に

よ

る

集
金

制
度
も

､

し

ば

し

ば

牧
野
の

着
想
と

言
わ

れ

る

が
､

定

期
積
金
に

外

交
員
を

用
い

た

創
始
者
が

誰
で

あ
っ

た
か

は

不

明
で

あ

る
｡

一

九

〇

〇

年
頃
に

は
､

定

期

積
金
に

類
似
し

た

業
務
を

営
む

保

険
･

無

尽
が

集
金

制
度
を

活

用
し

て

い

た

(

前
掲
『

本

邦
貯
蓄
銀

行

史
』

一

五

五

-

六

頁
)

｡

な

お
､

牧
野
ほ

定

期
積
金

と

集
金

制
度
と

の

関

係

を

次
の

よ

う
に

述
べ

て

い

る
｡

｢

今
を

去
る

十

年
前

､

即
ち

明

治
三

十
三

年
九

月
に

本
行

の

特

色

石

の

上
に

も

三

年
貯
金
と

い

ふ

を

案
出
し

た
の

で

あ
る

､

共
上

強

制

的

集
金

制
度
を

設

け

預
金

者
の

心

の

祐
を

緩
め

さ

せ

な
い

や

う
､

油
断

な

く

往
訪

集

金

し
て

貯
蓄

熱
の

冷
め

な
い

や

う
に

し

た
の

で

あ

る
｡

則
ち
こ

の

三

年
貯
金

と

集

金

制
度
は

両
々

相

侯

ち

初
め
て

真
の

貯
金

が

出
来
る

の

で

あ

る
+

(
｢

な

ぜ

貯
金
を

せ

ね

ば

な

ら

ぬ

か
+

〔

一

九

〓
年
〕

『

全

集
』

一

三

頁
)

文

中
の

明

汚
三

十

三

年

九

月

ほ
､

註

5

に

示

し

た

通
り

誤
り

で

あ

る
｡

(

8
)

不

動
貯
金

銀

行
ほ

日

本

勧
業
会
社
に

三

分
の

手

数
料
を

払
い

､

募
集
に

か

か

っ

た

費
用
は

全
て

同

社
に

負
担
さ

せ

た

(

｢

㈱
不

動

貯

金

銀

行
元

常

務

取

締
役

小

山

強
次

氏

談
話
+

〓

九

六

五

年
一

二

月
一

六
日
〕

(

タ

イ
プ
)

三

頁
)

｡

(

9
)

｢

代

理

店
は

某
所

奄
地
の

市
街
地

の

み

を

目

的

と

し

て

設

け

ら

れ

た
る

も

の

な

れ

ば
､

遠

距
離
に

､

散
在
す
る

町

村
ま

で

手
を

延
ば

す

必

要
な

し
､

三

年
貯
金

は
一

卜

度
加

入
せ

し

む

れ

ば
､

三

年
間

集

金
の

粟
あ

り
､

英

資
用
と

労
力

と

を

忘
る

可
ら

ず
+

｢

牧

野

頭

取

訓

示

集
+

(

一

九
一

〇

年
)

『

全

集
』

五

三

頁
｡

(

1 0
)

前
掲
｢

牧
野
頭
取

演
説
筆

記
+

二

二

頁
｡

(

1 1
)

日

本

銀

行

臨
時

調

査

委
員
会

『

エ

業
金

融
三

関

ス

ル

調

査
』

(

一

九
一

七

年
)

は
､

不

動
貯

金

銀

行
の

不

動
産
担
保

貸

付

に

つ

い

て
､

｢

其

大

部

分
ハ

商
人

又
ハ

官
吏

､

会
社

員
二

対

ス

ル

モ

ノ
+

で

あ
る

と

し
て

い
.
る

(

『

日

本

金

融
史
資

料
』

明

治
･

大

正

篇
､

第
二

四

巻
､

三

八
三

頁
)

｡

(

1 2
)

不

動
貯
金

銀

行

『

第
二

十
七

期

営
業
報
告
書
』

九

頁
｡

(

1 3
)

｢

本

行
の

現

状
に

裁
て

H
+

(

一

九
一

五

年
)

『

全

集
』

三

四

九

頁
｡

(

1 4
)

『

全
集
』

六

貞
｡

(

1 5
)

『

全

集
』

巻
末
年
表

｡

(

1 6
)

｢

青
木
得
三

氏
と
の

座

談
会
+

(

一

九
六

〇

年
三

月
)

地

方

金

融

史
研

究

会

窮

『

地

方

銀

行

史
談
』

第
一

集
(

一

九
七

〇

年
六

月
)

九

一

～
二

頁
｡

不

動
貯
金

銀

行
の

名
前
は

伏
せ
て

い

る

が
､

文

脈
か

ら

同

行
を

指
す
こ

と
は

明

ら
か

で

あ

る
｡

(

1 7
)

小

山

強

次

｢

本

行
の

エ

コ

く
賃
金

制
度
に

裁
て

(

昭

和
十

年

三

月
二

十

九
日

神

田

加
水

会

館
に

於
け

る

商
工

省
小

売

制
度
改

尊
調

査

委
員
会

講

演
要

領
)

+

〔

タ

イ
プ

印

刷
〕

二

頁
｡

(

1 8
)

一

九
一

二

年
､

五

年
の

定

期

積
金
を

開
始
し

た

が
､

一

年
目
の

解

約
率
が

､

三

年

積
金
の

二

五

%
を

ほ

る

か

に

上

廻

る

四

〇

%
に

も

達
し

､

満
期

迄
に

は

四

分
の

一

握

度
し
か

残
ら

な
い

こ

と
が

予

想
さ

れ

た

た

め
､

一

.
九

一

四

年
五

月

限

り
で

新

規
受

付
を

中
止

し

た
(

｢

預

金

壱
千

万

円
+

〔

一

九

二
二

年
〕

『

全

集
』

六
五

頁
､

｢

牧

野
頭

取

訓

示
+

〔

一

九
一

四

年
〕

『

全

集
』

二

二

六

頁
､

｢

今
日

一

日

乏
記

に

就

朗



一 橋論叢 第 八 十 五 巻 第∵ 号 ( 5 6 )

て
+

〓

九
一

五

年
〕

『

全

集
』

三

〇

七

頁
)
｡

(

1 9
)

｢

名
誉
貸
金
の

利
子

変
更
に

つ

い

て
+

(

一

九
一

六

年
)

『

全

集
』

四
一

二

頁
｡

な

お
､

定

期

積
金

を

同

行
で

は
､

｢

出

せ

貯
金
+

｢

三

年

貯
金
+

｢

エ

コ

く
貯
金
+

｢

不

動
貯
金
+

の

名

称
で

､

ま

た

定

期
積

金

者

貸
付
を

｢

名
誉

貸
金
+

｢

ニ

コ

エ

コ

貸
金
+

の

名

称

で

呼
ん

だ

が
､

本

稿
で

は

定

期

積
金

お

よ
び

定

期

積
金

者

貸
付
の

名

称
に

統
一

す
る

｡

(

2 0
)

こ

の

時
期
の

中
小

商
工

業
金

融
問
題
に

つ

い

て

は
､

由
井
常

彦

『

中

小

企

業
政

策
の

史
的

研

究
』

(

一

九

六
五

年
)

五

五

-

六

三
､

八

一

モ

八

頁
､

渋

谷

隆
一

｢

社

会

問
題
の

発
生

と

下

叔
金

融

機

関

調

査
+

『

金

融
経
済
』

一

二

九

号

(

一

九

七
一

年
八

月
)

参
照

｡

(

2 1
)

⊥
別

掲
『

日

本

金

融
史
資
料
』

明

治
･

大
正

篇
､

二

四

巷
､

四

六

二

頁
｡

(

2 2
)

小

山
､

前

掲

談
話

､

三

頁
｡

(

2 3
)

同

行
の

小

山

強
次

は
､

一

九
二

三

年
に

､

定

期
預
金

は

競
争
が

は

げ

し
い

か

ら
､

努
力

の

割
に

成
済
が

上
が

ら

な

い
｡

定

期

預
金
に

対

し
て

ほ

保

守
的

政

策
を

と

り
､

定

期
積
金

吸

収
に

カ

を

注
ぐ
ぺ

き

だ

と

述
べ

て

い

る

(

前
掲
『

定

期

積
金

研

究
』

三
一

〇
頁
)

｡

(

2 4
)

｢

大
黒

様
の

お

蔭
+

(

一

九
二

六

年
)

『

全

集
』

二

九

五

頁
｡

(

25
)

一

九
一

五

年
に

牧

野
ほ

､

｢

不

動
産

貸
付

､

並

び

に

此

の

対

人

借
用
の

貸
付

､

此
の

二

つ

を

も

ち

ま

し
て

､

此

の

銀

行

は

出

来
る

だ

け

金

融
を

計
っ

て

見
た
い

+

と

述
べ

て

い

る

(

前
掲

｢

本

行
の

現

状

に

裁
て

H
+

三

五

六

頁
)

｡

(

2 6
)

前

掲

『

本

邦
貯
蓄

銀
行

史
』

一

三

九

京
､

麻
島
昭

一

｢

無
尽

薫

染
の

成

立

事
情

-
日

本
金

融
立

汝

史
の

一

環
と

し

て
+

『

信

託
』

復
刊

第

九

〇

号

(

一

九
七

二

年
四

月
)

五

二

～

四

頁
｡

(

2 7
)

小

山
､

前
掲

談
話

､

五

頁
｡

(

2 8
)

外

交

員
の

約
三

分
の

一

を

整

理

し

た

(

｢

店

長

会

議
に

於

け

る

頭
取
の

訓

示

臼
+

〓

九
一

九
年
〕

『

全

集
』

五

七

二
月
)

｡

(

2 9
)

前
掲

『

本

邦

貯
蓄
銀
行

史
』

一

四
一

～

六
四

頁
｡

(

3 0
)

｢

新
年
の

御

挨
拶

H
+

(

一

九
二

一

年
)

『

全

集
』

六
一

八

～

九

頁
｡

(

3 1
)

｢

今

度
の

法

律
が

実

施
に

な

り

ま

し
て

も
､

何

等

抵
触
す

る

と

こ

ろ

は

な
い

の

で

あ

り

ま

す
､

猶
進

ん

で

露
骨
に

申
し

ま

す
る

と
､

丁

度
年

来
此

銀

行
が

採
っ

て

居
っ

た
､

方

針
其

尽
が

法

律
に

な
っ

て

出
た

や

う
な

訳
で

あ

り

ま

す
る

の

で
､

此

銀

行
に

と
っ

て

は
､

此

上

も

な

き

仕
合

で

ご

ざ

い

ま

す
+

(

｢

一

大

提
案
+

〓

九

二

一

年
〕

一

七

九

頁
)

｡

(

3 2
)

｢

新
年
の

御
挨
拶
目
+

(

一

九
二

三

年
一

月
)

『

全

集
』

六

七

〇

責
｡

(

3 3
)

｢

震

災
後
の

本

行
+

(

一

九
二

三

年
)

『

全

集
』

六

八

〇

頁
｡

(

3 4
)

｢

寄
ら

ば

大

樹
の

蔭
+

(

一

九
二

四

年
)

『

全

集
』

七
三

一

頁
｡

(

3 5
)

｢

あ
の

貸
金

(

定

期
積
金

者

貸
付

1
引

用

者
)

は

此

銀

行

に

と
っ

て

非
常
な
る

有

利
な

も

の

で

は

な
い

の

で

あ

り
ま

す
､

御
承

知

の

不

動
貸
の

利

息
ほ

年
九

分

-
み

ん

な

取
っ

て

九

分
■で
あ

り

ま

す
､

併
し

､

対

人

信

用
で

あ

り
ま

す
る

か

ら
､

一

定
の

割
合
で

取
れ

な

く

な
る

も

の

も

出
て

参
り

ま

す
､

(

中

略
)

さ

う
い

ふ

や

う

な

貸

倒
れ

を
埋

め

る

方

法
と

し

て
､

調

査

費
を

と
っ

て

居
り
ま

し

た

の

で

す
が

､

調
査

費
だ

け

で

は

足
り

な

く
な
っ

て

居
り

ま

す
+

(

前

掲
｢

寅

災

後

∂β

∨

ノ

L

溢
町

寸

r

鍵

ナ



( 5 7 ) 不 動貯金 銀 行 の 発展構造

､

止
叩

･

ふ

ー

の

本

行
+

六

八
一

頁
)

｡

(

36
)

前
掲

『

定

期

積
金

研

究
』

は
一

九

二

四

年

時

点

に

立
っ

て
､

｢

国
債
の

利

起

り
は

増
加

す
る

と

も

減

少

せ

ざ
る

ぺ

く
､

結
局

六

分

五

厘

乃
至

七

分

寝

度
の

利

廻
り

は

半
永

久

的
に

持
続

し

得
ぺ

き

も
の

と

息
は

れ

ま

す
+

(

四

四

～
五

頁
)

と

述
べ

て

い

る
｡

(

3 7
)

前
掲

｢

震
災
後
の

本

行
+

六
八

一

頁
｡

(

3 8
)

｢

不

動
が

堅

く
て

一

番
劃
が

い

い

+

人
一

九

二

五

年
)

『

全

集
』

七

六
二

頁
｡

(

3 9
)

｢

本

行
の

過

去
と

将
来
+

(

一

九
二

五

年
)

『

全

集
』

八

〇
五

頁
｡

(

4 0
)

不

動
貯
金
銀

行

『

第

四

十

九

期

営
業
報
告
書
』

(

一

九

二

四

年

下

期
)

五

頁
｡

(

4 1
)

不

動
貯
金
銀

行

『

第

五

十
一

期

営

業
報

告
書
』

(

一

九

二

五

年

下

期
)

八

頁
｡

(

4 2
)

全

国

貯

蓄

銀

行
の

預
金

捻

残

高
も
こ

の

時

期
に

増
大

し
て

い

る
｡

(

4 3
)

牧
野
は

一

九
三

〇

年
下

期
に

つ

い

て
､

｢

此

半
期

は

此

銀

行

が

創
ま
っ

て

以

来
一

番
の

好

景
気
で

あ
っ

た
+

と

述
べ

て

い

る

(
｢

第

六

十
一

期
定

時
株
主

稔
会
+

〓

九
三

一

年
〕

小

島
元

四

郎

編

『

統

牧
野

頭
取

講
演
全

集
』

(

一

九
四

一

年
)

四

頁

-
以

下

『

続

全

集
』

と

略
記

す

る
)

｡

(

4 4
)

定

期

積
金

者
に

対
し

て
一

二

回

(

一

年
)

で

貸
出

す
､

契
約
金

千
円

未

満
の

人
に

も

貸

出
す
な

ど

の

措
置

を

と
っ

た

(

｢

支

配

人

会

議
の

席

上

に

て
+

〔

一

九
二

八

年
〕

『

全
集
』

八

九

九
､

九

〇
四

頁
)

｡

(

4 5
)

｢

第
五

十

三

期

株

主

稔
会
に

於
て
+

(

一

九

二

七

年
)

『

全

集
』

五

〇

九

頁
｡

1

一

鳴

イ

1

(

4 6
)

不

動
貯
金
銀

行

『

昭

和

七

年
下

期
事
業
要
覧
』

(

一

九

三
三

年
)

三

頁
｡

(

4 7
)

同

行
が

そ

れ

ま

で

据

置
貯
金
を

扱
わ

な

か

っ

た

の

は
､

｢

据

置

貯
金

は

利

起

り
の

採
算
上

ど

う

し

ま

し
て

も
､

定

期

積
金
の

領
域
を

侵
蝕
す
る
+

か

ら

で

あ
っ

た

(

前

掲

『

定

期

積

金

研

究
』

四

二

九

頁
)

｡

こ

の

時
期
に

開
始
し

た
■

理

由
ほ

明

ら
か

で

な

い

が
､

定

期

積

金

者
貸
付
の

急

増
に

と

も

な
い

､

定

期

預
金
よ

り
も

実

質
利

率
の

良

い

据
置
貯
金
で

資
金

量
拡

大

を

因
っ

た

も
の

と

推
定

さ

れ

る
｡

(

4 8
)

据

置
貯
金

利

率
は

東
京
の

協
定

利
率
と

同

率
で

あ
っ

た

が
､

一

九

三

三

年
の

改

訂

ま
で

ほ
､

各
支

店

は

支

店

所

在
地

の

協
定

利
率
に

準
拠
で

き
る

こ

と

に

な
っ

て

い

た

(

前
掲
『

昭

和
七

年
下

期

事
業

要
覧
』

一

〇

頁
)

｡

(

4 9
)

｢

低
金

利
時

代

来
る
+

(

一

九

三

二

年
)

『

続

全

集
』

一

四

九

～

五

〇

頁
｡

(

5 0
)

後
藤
新

一

『

大

量

国

債
と

銀

行
』

(

一

九

七

九

年
)

一

二

三

頁
｡

(

5 1
)

前
掲

『

本

邦

貯
蓄

銀

行

史
』

二

二

三

～

五

頁
｡

(

5 2
)

小

山

強

次

『

本

行

将
来
の

経

営
に

裁
て

(

昭

和
十
四

年
二

月
五

日

支
配
人

会

議
に

於
て
)

』

〔

タ

イ

プ

印
刷
〕

七

T

l

八

丁
｡

三

独

占
的
性
格
の

検
討

以
上

の

史
的
分

析
を

ふ

ま

え
､

不

動
貯
金

銀

行
が

如

何
な

る

性

格
の

独

占
で

あ
っ

た

の

か

を

検
討
し

た

い
｡

ま

ず
､

市

場
占
拠
率
か

ら

検
討
す
る

｡

一

九
一

五

年
以

降
､

一

打



一

橋論叢 第八 十 五 巻 第 一

号
､

( 5 8 )

弟 5 表 不 動貯金 銀行 の 預金 及 び革期磯金
シ ェ ア ー

( % )

全 国 銀 行 積
金 中の 不動
貯金 銀 行 占
拠率

全 国 貯 蓄銀

行 預金 中 の

不 動貯金 銀
行 占拠率

全 国銀 行 預
金 中 の 不 動
貯金 銀行 占
拠率

末年各

4

0

0

3

5

`
U

-7

8

5

0
0

0

2

8

5

3

4

7

5
-

7

7

3

4

8

0

3

‥

6

1

8

2

3

9

8

9

2

5

6

0

4

5

5

5

1

8

8

6

3

4

8

3

4

.

4

5

4

4

4

4

5

4

4

3

3

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

4

4

ー7

9

企
U

､
2

0
ノ

ノ

b

3

】7

0

0

4

7

2

A
T

4

8

3

3

5

∠

U

5

3

1

0

3

′

q

7

0

1

0
ノ

∠

U

4

2

4

っ

J

3

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0 .4

0 .5

0 .6

0 .9

1 .2

1 .2

1
.3

1
.
0

1 .0

1 .2

1
.
5

2 .1

乙1

2 .1

2 . 0

2 .2

2 .6

3 .1

3 .7

4 .5

5 .1

5 .0

4
.6

4 .0

3 .8

3 .5

3
.
5

4

2

′
+

U

3

3

3

1

2

3

4
-

+

J

′

D

-7
0
0

1

1

1

1

1

1

1

1

一〇
ノl

n
フ

O

1

2

3

4

5
′

0

】

7

0
0

9

0

1

2

っ

J

4

5

∠

U

-

7

8

9

0

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

っ

J

3

3

3

3

3

っ

J

3

3

4

1 : 1 9 15 年以前の 全国銀行磯金残高Fま不 明｡

2 : 1 9写1 年以前 の 全国貯蓄銀行預金 に つ い て は兼営銀行 と合
昇し た数字し か な い の で

,
こ の 部分は省略 した ｡

3 : 1 91 5 年以前 の 全国銀行定期積金盈高 は不明 ｡

大蔵省銀行局 『銀行局年報』( 各年次) . 協和銀行編 『本邦貯
蓄銀行史』 巻末附表に よ る｡

5 β

典

泣

出

‡
し
て

預
金

量
ト

ァ

ブ

の

座
を

占
め

た

同

行
が

､

貯
蓄
銀

行
の

中

で

独

占
的
シ

ェ

ア

ー

を

占
め

た
こ

と

は
､

貯
蓄
銀
行
と

普
通

銀
行

が

完
全
に

分

離
し

た
一

九

二

二

年
以

降
､

同

行
が

二

〇
}

ユ
ニ

〇

%

の

シ

ェ

ア

ー

を

有
し
て

い

た
こ

と

か

ら

明

ら
か

で

あ

る
｡

定
期

積

金
の

シ

ェ

ア

ー

ほ

さ

ら

に

高
く

､

四

〇

%

前

後
に

及

ん

で

い

た

(

第
五

表
)

｡

普
通

銀
行
も

含
め

た

全
銀
行
の

中
で

■
見
た

場
合

､

同
行
の

地

位

}

.

て
溢
町

､

ト

r

は

独

占
的
と

い

え

る

だ

ろ

う
か

｡

一

九
一

五

年
末
の

時

点
で

､

同

行
預
金
は

普

通

銀

行
中

､

第
十

六

位
の

百
三

十

銀
行
に

次

ぐ

規
模

(

1
)

を

有
し
た

｡

従
っ

て
､

二

流
独

占
銀

行
な

み

の

シ

ェ

ア

一

に

到
達

し
て

い

た
こ

と

が

わ

か

る
｡

さ

ら
に

､

一

九
三

二

年
末
に

は
､

同

行
ほ

五

大
銀

行
に

次

ぐ
､

全
国
第
六

位
の

預
金

量
を

持
つ

よ

う
に

(

2
)

な
る

｡

同

行
の

シ

ェ

ア

ー

ほ

地

方
に

お

い

て

は
さ

ら
に

高
か

っ

た
｡

県
▲



( 5 9 ) 不 動貯金 銀 行 の 発展構造

第 6 表 各府 県貯蓄銀行預金中 の 不 動貯金銀 行 占拠率 (1 9 2 9 年6 月末)

占 拠 率 l 府 県 名

鳴
′も

'1

山 口 ( 1 0 0 .0) 熊本 ( 1 0 0 .0)

広 島 ( 65 .8)
‾

福岡 ( 65 .6) 鹿 児 島 (6 2
.9) 高知 (6 1 . 6) 三 重 ( 6 1 .2)

奈良 ( 6 0
.
2)

和 歌 山 ( 5 5 .7)

兵 庫 ( 4 7･9) 佐賀 ( 4 3 .9) 長崎 (4 3 .4) 岐阜 ( 4 2 .1) 栃木 (4 1 .9)

神奈川 (3 8 .6) 北 海道 ( 3 7 . 1) 徳 島 (3 2 .1) 大 分 ( 3 1 ･ 7) 滋賀( 3 0 ･7)

東京 ( 3 0 .4)

山梨 (2 7 .9) 全 国平均( 2 7 ･0) 群馬 (2 6 ･8)

福井 ( 2 0 .4)

愛知 ( 16 .6) 岡 山 ( 1 6 .0) 京都 (1 3 ･6)

･ 福島 ･ 茨 城 ･ 埼 玉 ･ 千 葉 ･ 長野 ･ 鳥取 ･

香 川 (2 8 .6)

宮城 (2 4 .6)

静岡 ( 1 7 .0)

新潟 ( 11
.
2)

秋 田 ･

山形

石 川 ( 2 9 .8)

富 山 ( 2 6 .5)

大 阪 ( 1 8 .7)

愛媛 ( 1 3 .4)

青森 ･

岩 手

島根 ･ 宮 崎

9 0 % 以 上

8 0 % 〝

7 0 %
〝

6 0 %
〝

5 0 %
〝

4 0 %
〝

3 0 %
〝

2 0 % 〝

1 0 %
〝

支 店の な い 府県

注: ( ) 内 は占拠率 ( % )

出典 : 不動貯金銀行 『昭和 4 年上期 営業報告書』( 原本)
, 大蔵省銀行局 『第5 4 次銀行局年報』 上 り作成 ｡

一

塊

イ

一

内

貯
蓄
銀

行

預
金

中
､

同

行
の

支

店
だ

け
で

五

〇
%

以

上
の

シ

ェ

ア

ー

を

占
め

た

県
が

､

一

九
二

九

年
六

月

末
に

は

九

県

も

存

在
し

た

(

第
六

表
)

｡

以

上
の

検
討
か

ら
､

預
金
シ

ェ

ア

ー

の

面
か

ら

同

行
を

独

占

と

把
え
る

こ

と
に

は

疑
問
の

余
地

は

な
い

｡

(

3
)

次
に

､

独

占
利
潤
の

形

成
の

面
か

ら

検
討
し
た

い
｡

主

要
銀

行
の

総

資
産
利
益

率
を

計
算
し

て

み

る

と
､

同

行
は

三

井
･

三

菱
･

第
一

･

住
友
の

一

流
都
市
銀
行
の

､

お

お

む
ね

二

分
の

一

以

下
の

利
益

率
に

す
.
ぎ
な
い

(

第
七

表
)

｡

低
利
益

率
の

傾
向

は

同

行
個
有
の

特
徴
で

は

な

く
､

む

し

ろ

貯
蓄
銀
行
に

共

通
し

た

特
徴
と

言

え
よ

う
｡

安
田

貯
蓄
銀

行
､

大

阪

貯
蓄
銀

行
の

独

占
的

貯
蓄
銀

行
の

場
合
に

も

そ

れ

が

指
摘
し

う
る

か

ら
で

あ

る
｡

低
利
益

率
を

も
た

ら

し
た

要
因
と

し
て

は
､

二

つ

考
え

ら

れ

る
｡

第
一

は
､

貯
蓄
銀

行

法
に

よ

り

資
金

運

凧
の

厳
し

い

制
限

が

課
せ

ら

れ

て

い

る

こ

と
､

第
二

は

小

口

貯
蓄

預
金
の

取

扱
い

が

繁
雑
で

コ

ん

ト

が

か

か

る

こ

と
で

あ
る

｡

集
金

制
度
を

と

る

定

期
積
金

業
務

を

営
ん

で

い

る

場
合
に

は

猶
更
で

あ

る
｡

不

動

貯
金

銀

行
は

､

震
災
以

降
､

資
金

運

用

を
､

ほ

ぼ

国

債

保
有
に

半
分

､

定

期
積
金

者

貸
付
に

半

分

七

い

う
よ

う
に

単
純

(

4
)

化

し

て

い

た
｡

同

行
の

場
合

､

国

債
保
有
が

低
利
潤
の

前
記
の

朗
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第 7 表 主 要貯蓄銀 行 ･ 普 通 銀 行 の 放資産 利益 率
( % )

不 動貯 金 安 田貯 蓄 大 阪貯蓄
､

三 井 三 菱 住 友 第
一

銀 行名
期 間

(

X
)

0

∠
U

2

2

4

8

7

2

1

0

0

4

2

/
L

U

8

3

q
/

8

′
h

U

1

0

0

0

q
′

Q
U

O
ノ

7

1

【

J

O
ノ

8

2

1

0

(

U

1

7

4

7

4

'
J

7

7

2

1

0

0

5

5

5

0

1

8

∠
U

4

1

0

0

0

8

9

3

っ

J

5

っ

J

3

2

0

0

0

0

0

0

0

3

0
ノ

∠

U

3

2

0

0

0

0

1 9 2 1 ′} 2 5

1 9 2 6 ” 3 0

1 9 3 1 ～ 3 5

1 9 3 6 ′ - 4 0

証 1 : 不動 貯金銀行 の 利益金 は純益金か ら定期嶺 金者配当金 を差引い た もの
｡

2 : 利益 金は い ずれ も , 前期繰越金を差 引い た純益 金｡

3 : 資産 合計は貸借対照表の 資産合計か ら払込未済資本金 を差引い た もの ｡

4 : 利益率 ほ 各芽J 聞 5 年間の 年間利益率 の 単純平均値 ｡

前期純益金＋ 後期純益金

前期末 資産魚苗
5 : 年間利益率 =

出典 : 協和銀行前 『本邦貯蓄銀行史』, 不動貯金銀行 『営業報告書』( 各年次) , 『三 井銀 行 8 0 年史』, 『三 菱盟
行史』, 『第一銀行史』 上 ･ 下

, 『住友銀行史』 よ り作成 ｡

第
一

の

要
因

､

定

期
積
金

と

定

期
預
金

者
貸
出

の

取

扱
い

が

第

二

の

要
因
に

あ

た

る
｡

こ

こ

で

は
､

と

く
に

後

者
に

つ

い

て

若

干
立
入
っ

た

考

察
を

加
え

た

い
｡

同

行
の

定

期

積
金

利
率
は

､

他
行
に

く

ら
べ

て

著
し

く

低
か

っ

た
｡

一

九
三

二

年
現

在
､

東

京
預
金

利
子

協

定

加

盟

銀

行
の

四
･

三

〇

%
に

対

し
､

同

行
は

′1､ i

熊
本

■
■

(

5
)

三
･

一

〇
%

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

極
端
な

低
利
率
で

も

預
金

額

仰

が

増
大

し
た

の

は
､

先
に

も
の

べ

た

よ

う
に

､

拘
束

預
金

的

な

貸

(

6
)

､

出
を

行
な
っ

て

い

た

か

ら
で

あ
る

｡

同

行
の

定

期

積
金

者

貸
出
先

を

職
業
別

に

分

類
す
る

な

ら
ば

､

そ

の

大

部
分

が

有
力

な

担
保
を

持
た

な
い

中

小

商
工

業
者

､

と

く
に

小

売

業
な

ど
の

中
小

商
業
者

で

あ

っ

た
こ

と

が

わ

か

る

(

第
八

表
)

｡

貸
出

利
率
は

､

一

九
三

一

年
現

在
､

九

二
ハ

%
で

､

そ

れ

に

加

え

て

二

･

五

%
の

調

査

費
が

徴
収
さ

れ

た
｡

貸
付

を

受
け
■
る

資
格

を

持
つ

者
は

､

一

八

回
以

上

(

三

年
満
期
で

一

年
半
以
上
)

払
込

(

7
)

者
で

あ
っ

た
｡

預
金

利
率
は

三

二
%
で

あ

る

か

ら
､

実
効
利
率

は

貸
出

頭
初
で

す
で

に
一

八

%
の

高
利
と

な
る

｡

貸
出
金

利
の

高

利
性
か

ら

み

る

な
ら

､

同

行
は

相

当
の

利
潤
を

あ

げ
て

良

さ

そ

う

で

あ

る

が
､

事
実
が

そ

う

な

ら

な
い

の

は
､

集
金

勧
誘
に

多
額
の

(

8
)

費
用

を

要
し
た

か

ら

で

あ

る
｡

こ

う

し
た

繁
維
で

､

し

か

も

低
利

潤
し
か

生

ま

な
い

業

務

は
､

盆
合

財
閥
系
銀
行
が

進
出
の

意
欲

を

持
た

な
い

限

界
的
領
域
だ

っ

た

と

言
え

よ

う
｡

事
実

､

同

行
の

経

営
は

一

九
二

〇

年
代

後
半
の

一

時
期
を

除
け

ば
､

安
定

的
に

一

定

の

利
潤
を

あ

げ

え

た

時
期
ほ

な
か

っ

た

の

で

あ

る
｡

一
以
上

要
約
す

れ

ば
､

同
行
は

市

場
シ

ェ

ア

ー

の

点
で

は

確
か

に

独

占

的
と

言
い

う
る

が
､

利
潤
面
か

ら

検

討
す
る

と
､

独

占
利
潤

ト

ト

∴

舟

ト

ト



叫

串
ノ

､

1

の

形
成
は

論
証

し

が

た

い

と

い

う
こ

と

に

な

る
｡

従
っ

て
､

同
行

の

独

占
的
地

位
は

､

法
律
に

よ

っ

て

類
似
業
務
を

営

む

競
争

資
本

か

ら

隔
離
さ

れ

る

こ

と

に

よ

り
､

限

界
的
領
域
に

形
成
さ

れ

た
､

限

定

的

な

意
味
で

の

独

占
で

あ
っ

た

と

言
え

よ

う
｡

(

l
)

石

井
寛
治
｢

地

方
銀

行

の

成

立

過

薙

-
地

方

銀
行

と

都
市

銀

1

1

､

助
J
､

行
の

分
化
+

『

地

方

金

融
史

研

究
』

第

三

号

(

一

九

七

〇

年
一

二

月
)

八

真
の

表

参
照

｡

(

2
)

進
藤
寛

｢

地

方

貯
蓄

銀

行
の

再
編
成

-
一

県
一

行

主

義
と

分

業
主

義
に

よ

る
+

朝
倉
孝
吉

編

『

両

大

戦
間

に

お

け
る

金

融
構
造
』

(

一

九
八

〇
年
)

四

八

四

頁
の

表
参
照

｡

(

3
)

銀
行

の

瘍
合

､

対

資
本

利
潤

率
よ

り

も
､

稔
資
産
利
潤
率
の

方

が
､

利

潤
の

高
さ

を

正

確
に

反
映

す

る

と

考

( 61 ) 不 動貯 金銀 行 の 発展構造

第 8 表 不 動貯金 銀 行 定 期積金 者貸付 金 職業 別 ( 19 3 4 年)

職 業 別 人 員 残 高 構 成比

人 千 円 ･ %

商 業 5 2
,
4 02 6 8

,
8 5 4 6 1

･4

物 品 販 売 業 4 4
,
1 2 8 5 2

,
5 0 2 46 ･

8

旅館 ･ 飲 食店 ･ 給湯 7
,
3 2 6 15

,
0 05 1 3

･
4

金 融 保 険 業 7 7 6 1
,
0 09 0 ･9

3 3 6 0 .3

2 6
,
7 0 4 2 3 .8

6
,
3 9 5 5 .7

4
,
3 7 5 3 . 9

3
,
2 5 3 2 .9

3
,
02 9 乙7

2
,
8 0 5 2 .5

1
,
7 95 1 .6

5
,
0 4 9 4 .5

4
,
7 1 2 4 .2

3 9 0 .0

1
,
9 3 9 1 .7

3
,
3 6 6 3 .0

共 他 7 2

エ 業 1 9
,
2 2 0

金 属 工 業 4
,
9 13

敏 雄 工 業 3
,
27 5

土 木 建 築 2
,
5 8 6

化 学 工 業 1
,
8 1 0

磯 城 券 具 工 業 1
,
6 3 8

製 版 印 刷 製 本 業 1
,
4 6 5

共 他 3
,
5 3 3

交 通 業 4
,
2 2 3

農 業 8 6

公 務 自 由 業 1
,
55 1

其 伯 有 職 者 3
,
6 1 9

無 職 5
,
0 8 6 6

,
5 8 6 5 ･9

合 計 8 6
,
1 8 7 1 12

,
2 0 2 1 0 0

･
0

証 ; 年月 は記 され て い な い カミ
, 捻残 高 より

,
1 9 3 4 年と推定 ｡

出典 ; 小山強次 『本行の ニ
コ

エ コ 貸 金制度に就 て』( タイ プ印刷) 〔1 9 3 5 年〕○

え

る
｡

(

4
)

｢

不

動
に

は

経
営
の

鉄
則
と

い

う

も

の

が

あ

り

ま

し

た
｡

国

債
を

五

割
エ

コ

エ

コ

貸

五

割
で

や

れ
､

給

与

は

貯
蓄

銀

行

中
一

番
良

い

も

の

を

出
せ

､

と
い

っ

た

よ

う
な

も

の

で

す
｡

+

(

小

山
､

前
掲

談

話
､

一

一

頁
)

｡

(

5
)

貯
蓄
銀

行
協
会

『

会

報
』

第
五

号

(

一

九

三
二

年
九

月
)

五

六

頁
｡

(

6
)

『

東
洋

産

済

新
報
』

は
､

利

息

が

惑
い

の
･に
同

行

頚
金
が

伸
び

る

の

は
､

｢

積

金

者

に

対

す

る

貸
付

､

当

行
の

所

謂
名

誉

貸
付

の

条
件
が

他

行

に

比

し

最
も

寛
大
で

あ

る

か

ら

だ
｡

即
ち

当

行

は
､

三

年
契
約
に

対

し
､

十

三

ケ

月

掛

金
し

た

も
の

に
､

契
約
の

全

額
を

貸
す

｡

換
言
す

れ

ば
､

三

分
の

一

近

く
の

掛

金
で

､

全

額
が

借
り

ら

れ

る

の

で

あ

る
｡

之

が

当

行
の

積

金
が

増
加
し

､

預
金

が

増

加

す

即



一

橋論叢 第八 十五 巻 第 一

号 ( 6 2 )

る

唯
一

の

理

由
で

､

′
ま

た

之

が

当

行
の

利
益

を

剖
よ

く
し

､

繁
昌
せ

し

め
て

い

る

理

由
で

も

あ

る
+

と

述
べ

て

い

る

(
｢

不

動
貯

金
の

活

況
+

｢

東
洋

藻
済
新
報
+

一
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